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特集　まちづくり基本条例と市民自治推進委員会

第　

条　

こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た

２８
め
、
市
に
登
別
市
市
民
自
治
推
進
委
員
会

（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す

る
。

２　

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
協
議
す
る
。

�　

市
民
自
治
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

�　

市
民
と
市
の
協
働
の
あ
り
方
に
関
す

る
こ
と

�　

市
の
進
め
る
事
務
・
事
業
に
関
す
る

こ
と

�　

こ
の
条
例
の
見
直
し
に
関
す
る
こ
と

�　

そ
の
他

３　

前
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員

会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

市
長
が
別
に
定
め
る
。

市
民
自
治
推
進
委
員
会
の

　
設
置 

解　
　

説
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皆さんは、日々の生活の中で、「登別市でもこんなことができたらもっ
と便利になるのに」、「実現できると思うけど、なぜ、誰も取り組まない
のだろう」、「登別市で暮らす上で、こんな問題があるけど、誰も疑問に
思わないのだろうか」と思うことはありませんか。
市は、市民と協働のまちづくりを進めるため、『登別市市民自治推進委

員会』の委員を随時、募集しています。
委員といっても堅苦しいものではなく、より良い『のぼりべつ』を実現

するため、まちの問題点や課題について、意見を出し合い、市に提言をし
たり、疑問点について勉強会を行ったり、自分たちにできることがないか
模索する『まちづくりの有志』です。
「行政のことが分からない」、「まちづくりなんて難しそう」、「特別

な意見なんて持っていない」と考えず、気軽にご参加ください。
明日の輝く『のぼりべつ』は、皆さんのちょっとした一言から生まれる

かもしれません。

▼応募資格　市民と行政による協働の
まちづくりに賛同し、市内に居住ま
たは通勤・通学している１８歳以上の
方

▼募集形態　登録制（３年ごとに更新）

▼委員の身分　無報酬のボランティア
で、会議出席時などの交通費も支給
されません

▼申込方法　市のホームページ（新着情報）や市役所本庁舎市民コーナー、
各支所、市民会館、市立図書館に備え付けの登録申込書に必要事項を記
入の上、企画グループへ持参または郵送していただくかＥメールでお申
し込みください

一緒にまちづくりをしませんか一緒にまちづくりをしませんか一緒にまちづくりをしませんか
～登別市市民自治推進委員会の委員を募集しています～

企画グループ

登別市まちづくり基本条例と
登別市市民自治推進委員会に
ついてのお問い合わせは

�◯８５ １１２２　�◯８５ １１０８
〒０５９－００１２　中央町６丁目１１
ホームページ：http://www.ci
ty.noboribetsu.hokkaido.jp
Ｅメール：kikaku@city.nobo
ribetsu.hokkaido.jp

①市民自治の実現
憲法第９２条に規定する『地方自

治の本旨』についての一般的な考
え方である『住民自治（②参照）』
と『団体自治（③参照）』の２つ
の意味における地方自治を確立す
ること。

②住民自治
地方自治体の運営は、その自治

体の住民の意思に基づき、広範な
住民の参画により行われるべきも
ので、地域内の課題は、住民自ら
が解決を図ること。

③団体自治
地方自治体が国から独立した団

体として、団体自らの意思と責任
で自治行政を行うこと。

④ＮＰＯ
民間非営利組織のこと。株式会

社などの営利を追求する企業とは
異なり、営利を目的としない組織。

⑤地方分権一括法
正式には『地方分権の推進を図

るための関係法律の整備等に関す
る法律』といい、地方分権を推進
するために４７５本の法律を一括改
正する法律で、一部の規定を除き、
平成１２年４月に施行。

⑥機関委任事務
国から委任され、地方自治体が

代行して行う事務。

用語解説用語解説用語解説用語解説

▲第１回登別市市民自治推進委員会


